
政
令
第
三
百
五
十
一
号

割
賦
販
売
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
割
賦
販
売
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
九
号
）
第
三
十
条
の
五
の
七
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
二
の
四
第
一
項
、
同
法
第
三
十
五
条
の
二
の
三
第
一
項
及
び
第
三
十
五
条
の
二
の
六
第
一
項
、
同

法
第
三
十
五
条
の
二
の
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
五
条
第
二
項
並
び
に
同
法
第
四
十
条
第
三
項
、
第
四
項
及

び
第
七
項
並
び
に
第
四
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

割
賦
販
売
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
百
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
二
十
五
条
」
を
「
第
二
十
七
条
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
」
の
下
に
「
、
第
三
十
五
条
の
二
の
十
一
第
二
項
」
を
、
「
第
三
十
二
条
第
一
項
」

の
下
に
「
、
第
三
十
五
条
の
二
の
九
第
一
項
」
を
加
え
る
。

第
二
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
認
定
包
括
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
業
者
に
よ
る
契
約
の
解
除
等
の
制
限
の
特
例
に
係
る
極
度
額
の
上
限
等
）

第
二
十
三
条

法
第
三
十
条
の
五
の
七
の
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
十
万
円
と
す
る
。



２

法
第
三
十
条
の
五
の
七
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
条
の
二
の
四
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
数
は

、
七
日
と
す
る
。

第
三
十
五
条
中
「
第
三
十
四
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
」
を
「
第
三
十
条
の
六
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
四
条
の
二

第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
三
十
五
条
の
二
の
八
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
五
条
の
二
の
十
四
第
三
項
及
び
第
四
項
」
に
改

め
、
同
条
を
第
三
十
七
条
と
す
る
。

第
三
十
四
条
中
「
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
等
購
入
あ
つ
せ
ん
業
者
、
立
替
払
取
次
業
者
」
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
第
三

十
三
条
の
五
及
び
第
三
十
四
条
第
一
項
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
条
第
二
項
、
法
」
を
「
第
三
十
四
条
、

」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
六
条
と
し
、
第
三
十
三
条
を
第
三
十
五
条
と
し
、
第
三
十
二
条
を
第
三
十
四
条
と
す
る
。

第
三
十
一
条
第
四
項
第
九
号
中
「
に
係
る
」
を
「
及
び
登
録
少
額
包
括
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
業
者
に
係
る
」
に
改
め
、
同
号

を
同
項
第
十
一
号
と
し
、
同
項
第
八
号
中
「
に
係
る
」
を
「
及
び
登
録
少
額
包
括
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
業
者
に
係
る
」
に
改
め

、
同
号
を
同
項
第
十
号
と
し
、
同
項
第
七
号
中
「
に
係
る
も
の
」
を
「
及
び
登
録
少
額
包
括
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
業
者
に
係
る

も
の
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
六
号
中
「
に
係
る
も
の
」
を
「
及
び
登
録
少
額
包
括
信
用
購
入
あ
つ
せ

ん
業
者
に
係
る
も
の
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第
五
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を



加
え
る
。

七

法
第
三
十
五
条
の
二
の
十
一
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
体
制
の
整
備
の
状
況
（
登
録
少
額
包
括
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん

業
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

第
三
十
一
条
第
四
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

利
用
者
支
払
可
能
見
込
額
（
法
第
三
十
条
の
五
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
者
支
払
可
能
見
込
額
を
い
う
。
第
六
項

第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
算
定
に
関
す
る
事
項

第
三
十
一
条
第
六
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

利
用
者
支
払
可
能
見
込
額
の
算
定
に
関
す
る
事
項

第
三
十
一
条
第
十
一
項
中
「
事
項
（
」
を
「
事
項
は
、
次
の
各
号
（
」
に
、
「
第
二
号
に
掲
げ
る
者
」
を
「
第
三
号
か
ら
第

七
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
」
に
、
「
に
掲
げ
る
事
項
に
限
る
。
）
は
、
次
の
と
お
り
」
を
「
）
に
掲
げ
る
も
の
」
に
改
め
、
同
条

を
第
三
十
三
条
と
し
、
第
三
十
条
を
第
三
十
二
条
と
し
、
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
を
二
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二

十
三
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
登
録
少
額
包
括
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
業
者
が
営
む
包
括
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
に
係
る
極
度
額
の
上
限
）



第
二
十
四
条

法
第
三
十
五
条
の
二
の
三
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
十
万
円
と
す
る
。

（
登
録
少
額
包
括
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
業
者
に
よ
る
契
約
の
解
除
等
の
制
限
に
係
る
催
告
の
期
間
）

第
二
十
五
条

法
第
三
十
五
条
の
二
の
六
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
数
は
、
七
日
と
す
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
割
賦
販
売
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
六
十
四
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
四
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。


